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令和８年度 朝日中学校の部活動を 
地域クラブ活動に完全移行します 

 
～朝日中学校の部活動の地域展開について～ 

 

 文部科学省では、令和５年度から７年度までの３年間を「改革推進期間」とし、休日の部活動を
地域クラブ活動へ移行推進、令和８年度から１３年度までの６年間を「改革実行期間」とし、休日
の部活動については原則全ての部活動、平日の部活動においても更なる改革を推進することとして
います。 
国の方針に基づき朝日町では、令和３年度より部活動改革を進め、現在では、休日・平日の活動

を部活動と地域クラブ活動として実施しています。 
 朝日町では、令和８年度から休日・平日すべての活動を地域クラブ活動として実施し、これまで
部活動として行われてきたスポーツ・文化芸術活動を、地域全体で関係者が連携して支え、生徒の
豊かで幅広い活動の機会の確保に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和２年度） 

（令和３,４年度） 

（令和５年度～ 

令和７年度） 

（令和８年度） 

朝日町のこれまでの部活動の地域展開の取組（令和３年度から段階的実施） 

 R8〜  



 

 

 

◆令和８年度のクラブ（予定）（スポーツ：９種 文化：１種） 

 卓球、柔道、陸上競技、バスケットボール、剣道、ソフトテニス 

バレーボール、野球、バドミントン、吹奏楽 
 

◆令和８年度の主な活動場所（予定） 

 サンリーナ（第１体育館、第２体育館、卓球室、グラウンド、テニスコート） 

朝日町武道館 

朝日中学校（体育館、音楽室） ほか 
   

    

お問い合わせ 

朝日町教育委員会 スポーツ係 

☎８３－１１００（内線３２２） 

部活動の地域展開はなぜ行われるの？ 
急激な少子化が進む中、これまでと同じ

体制での部活動運営が困難になってきまし

た。将来にわたって生徒が継続的にスポー

ツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充

実することを主な目的として全国の自治体

で地域展開が推進されています。 

 朝日町では、子供たちがやりたい部活動

（スポーツ・文化芸術活動）の選択肢を大

幅減少させることなく、「やりたい」という

気持ちに応えるための体制づくりを令和３

年度から５カ年かけて段階的に実施してき

ました。 

部活動と地域クラブはどう違うの？ 
部活動は中学校の先生や部活動指導員等が指導し

ますが、地域クラブは地域のスポーツ団体や競技協

会、文化団体の指導者等が専門的な指導を行いま

す。 

 朝日町では、令和７年度までに大半の種目におい

て週４日から５日の活動のうち部活動と地域クラブ

を約半数ずつ実施してきました。地域クラブ指導者

は、部活動の際も顧問の先生と協力しながら一貫し

た指導を行ってきました。 

 令和８年度からは、地域クラブ指導者が休日・平

日すべての活動を地域クラブ活動として実施してい

く予定です。 

地域クラブには必ず加入しないといけないの？ 
これまで、朝日中学校の部活動も任意加入でした。 

地域クラブ活動も加入は同様です。 

中学校顧問がいなくなり心配。指導は大
丈夫？ 
現在、朝日中学校ではすべての種目で地域

クラブとして活動中です。クラブ指導者はこ

れまで部活動指導員をされているなど町が認

定・登録した指導者であり、各種研修・講習

も受けます。 

また、令和８年度は、地域クラブ活動へ円

滑に移行が進むように、朝日中学校ではクラ

ブ担当者を決め連絡調整にあたります。 

送迎はどうなるの？ 
現在も生徒自身による移動のほか、保護者による 

送迎で対応いただいており、引き続き、ご理解と 

ご協力をお願いします。 

（スポーツ少年団活動でも同様の対応をしています） 

費用負担は？ 
これまでの部活動では顧問への指導謝金はありませんでしたが、地域クラブ活動では指導者への謝金が

発生します。（令和７年度まではモデル事業として国が負担） 

国の方針では、令和８年度以降、国・都道府県・市区町村で支え合う公的負担と受益者負担（参加費）

で謝金等をまかなうこととしています。朝日町では 4 月からの地域クラブ活動参加に際し、受益者負担

（参加費）を休日・平日を合わせ、スポーツ活動・文化活動を一律に月額 1,000 円といたしますので、

ご理解とご協力をお願いします。 
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